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●  2020学会度年会費について
2020学会年度年会費請求書を近日中に郵送させていただきます。お受け取りになりましたら、お早目に
ご納入いただきますようお願い申し上げます。

●  本学会会員情報へのご登録内容変更について
ご勤務先の変更等に伴いご住所、メールアドレス等本学会会員情報へのご登録内容に変更がございましたら、
Eメール、FAX等にてお早目に事務局までお知らせください。
→学会HP「登録情報の変更・休会・退会について」

●  ご登録いただいているメールアドレスについて
本学会では、皆様に対する各種ご案内の多くをEメールにて配信しておりますが、昨今、アドレス変更の
届出漏れが多く、メールが不達となる会員の方も多数みられます。一定期間、事務局からのメールが届い
ていない方は、一度、事務局（ jshct_office@jshct.com ）までお問合せくださいますようお願い申し上げます。

 【JSHCT事務局より】

https://www.jshct.com/modules/about/index.php?content_id=9
mailto:jshct_office@jshct.com
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第42回日本造血細胞移植学会総会中止につきまして

第42回日本造血細胞移植学会総会会長　　谷口　修一

総会の中止が視野に入ってきたのは、今や世界中に拡がり、欧米の先進諸国でさえも多数の

死亡例を含む感染者の爆発的拡大となっている新型コロナウイルス感染が、ついに日本に上陸

し、少しずつ感染が拡がるのではと危惧された時期でした。2月にはいると、集会や懇親会な

どの自粛がささやかれ始め、この頃から総会準備も詰めの段階となった時期であるにもかかわ

らず、「総会中止の判断も遅れてはいけない」と情報に注視しながらも、粛々と準備を進めてい

ました。「学会は不要不急?」「口演会場は、皆同じステージ方向を見ているので、感染機会は少

ないのでは？」など、結論が出そうにないことが頭の中を巡り、ただ日々状況の改善を祈るば

かりでした。最終的には、他学会の動向も踏まえた上で、特に当学会の参加者は無菌病棟等で

極度の免疫不全の患者さんを診療するという特殊性を考え、最終的に「開催すべきでない」と

いう結論に至りました。払い戻しが効かない飛行機等のチケットなど購入されていた方も多い

と思います。中止によるマイナスの影響も考えるとあのポイントよりも早い決断も難しかった

とも思いますが、ご迷惑をおかけした学会員の皆様に深くお詫び申し上げます。

総会中止にともなうさまざまな事後の対応は、予定通り開かれた学会理事会で、大枠を決め

ていただきました。事前登録いただいた方々には参加費を全額、また共催企業様にも全額では

ありませんが、お返しすることができました。準備段階でも経費は必要ですので、全てなかっ

たことにはできませんでしたが、関係各位様、ご容赦いただければと思います。

学会の学術的企画には多くの方々のお知恵をお借りして、なんとかプログラムとして形に

なったように思います。昨年の大阪での井上雅美会長と安井昌博先生のあの懇親会余興のイン

パクトに少しでも近づきたいと懇親会芸も1年間最も時間かけて考えていましたが、最後の最

後になり、まあ大阪には負けるけど、皆さんによくやったと褒めてもらえそうな出し物ができ

たのですが、お蔵入りとなりました。ご披露できずに残念です。抄録集の送付の時まで内緒に

していた前橋汀子さんのバイオリン演奏も8曲45分ほどを予定しておりました。他にも2-3サ

プライズも予定しておりましたが、いずれも実現できず、これもとても残念に思っています。

今や新型ウイルス感染は国による緊急事態宣言が出され、外出自粛から営業自粛要請などと

いうとんでもない局面となり、病院の感染対策も綱渡り状態となっています。皆様ご苦労なさっ

ていると思います。学会中止を懐かしく語るにはあまりに大変な状況ですが、誰よりも感染対

策は万全で経験豊富な当学会員がそれぞれの病院で活躍なさっている姿を想像しながら、学会

中止のご挨拶を締めさせていただきます。
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第42回日本造血細胞移植学会総会中止に伴う各種対応について

既に学会HPに掲載しておりますが、第42回日本造血細胞移植学会総会の開催中止に伴う各種対応
について、以下の通りお知らせいたします。

1．事前参加登録費のご返金について
事前参加登録いただきました皆様に、参加登録費をご返金いたします。詳細は下記よりご確認く
ださい。
第42回日本造血細胞移植学会総会中止に伴う事前参加登録費のご返金について 

2．学会総会への参加実績について
• 演題登録いただいた方、事前参加登録いただいた方も含め、第42回総会については、一律で学
会総会への参加実績としては取り扱わないことといたします。

• 学会総会への参加回数等が申請または更新要件となっている資格制度（認定医、認定HCTC）に
つきましては、極力影響が及ばないよう、以下にそれぞれの制度における今回の総会中止に伴う
対応方針を定めておりますのでご確認ください。

3．発表業績の取り扱いについて
• 一般演題、特別演題のいずれにつきましても、抄録登録により誌面発表として成立したものとみ
なします。

• ただし、同内容での演題発表を次期以降の日本造血細胞移植学会総会や他学会等で行うことは、
二重発表となりますのでご留意ください。

• 演題の取り下げはできませんので、予めご了承ください。

4．認定医制度について
1）2019年度申請者の認定医口頭試験について
• 日程を再調整の上、9月以降に口頭試験を実施する予定です。
• 再調整した日程（9月）で受験できない場合は、2021年3月の総会会期中での受験を、それも
難しい場合は翌年3月の受験にてご対応いただくことを想定しております。

• 海外留学で一定期間の受験が困難な場合は、帰国後の受験を認めます。
2）認定医教育セミナー申込者への対応について
• 受講料についてはご返金いたします（既に個別にメールにてご連絡差し上げております）。
• 今回の教育セミナー申込者に限り、取得済み単位の有効期間を1年間延長いたします（認定医
申請時に受講証を事務局で確認いたしますので、申請等は不要です）。

3）認定医更新要件への対応について
・�2020年3月の更新対象者で必要単位数または学会総会参加回数が不足している方への対応：
更新に必要な単位数または学会総会への参加回数が不足している場合、制度規則第31条（下
記参照）を適用し、1年間、更新を猶予いたします。これにより、2021年3月まで認定医資格
が有効になり、2021年3月に更新手続きを行った場合は以後4年間が有効期間となります（対
象となる方は事務局で確認いたしますので、申請等は不要です）。

https://www.jshct.com//uploads/files/news/20200309.pdf
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・更新時期が2021年3月、2022年3月、2023年3月、2024年3月の方への対応：
それぞれの更新時期に「2020年の総会中止の影響で更新に必要な単位数または学会総会への
参加回数が不足している」旨の申し出があった場合、制度規則第31条（下記参照）を適用し1
年間、更新を猶予いたします
＜認定医制度規則第31条＞
第31条 海外生活や病気などの事情により更新の手続きがとれない場合、委員会で個別に審
査する。委員会が妥当と認めた場合、本制度の適応は留保し、その期間は次回更新期間から
差し引かれる。留保期間は認定医資格を有するものとする。

・2020年3月の更新対象者で要件を満たしている方について
予定通り、更新申請を受け付けますのでご留意ください。
認定医更新申請について 

5．認定HCTC更新要件への対応について
• 2020年3月の更新対象者については影響のないことを確認しております。
• 次年度以降更新対象者への対応につきましては以下よりご確認ください。
第42回学会総会中止に伴う認定HCTC更新手続きの猶予措置について  

6．評議員資格更新要件への対応について
•評議員更新手続きの出席要件に関しては、2020年については全評議員出席扱いといたします。
• 2020年3月の更新対象者は、予定通り、更新申請を受け付けますのでご留意ください。
評議員資格の更新手続きについて（2020年）   

https://www.jshct.com/modules/occupation/index.php?content_id=7
https://www.jshct.com/modules/news/index.php?content_id=235
https://www.jshct.com/modules/members/index.php?content_id=19
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ワーキンググループ　新規メンバー募集のお知らせ
／二次調査実施のお知らせとお願い

造血細胞移植登録一元管理委員会

ワーキンググループ（WG）　新規メンバー募集のお知らせ

今年もワーキンググループの新規メンバーを募集いたします。奮ってご参加ください。
なお、メンバーには資格条件がありますので、日本造血細胞移植学会ホームページの「ワーキ

ンググループ（WG）」ページより「造血細胞移植登録一元管理委員会が設置するワーキンググルー
プ運営に関する細則」・「WG新規メンバー公募案内」をご確認ください。
また、会員歴が不足する若手研究者の2020年までの特例措置もございますので、こちらも併せ

てご確認ください。
現在参加中のワーキンググループの異動を希望される場合は、学会ホームページの同ページ内

「WG異動申請案内」をご確認の上、申請をしてください。

【WG新規メンバー応募方法】

　日本造血細胞移植学会ホームページより申請フォームにて応募
　　　●申込期限 2020年5月31日（日） 締切

【WG異動申請方法】

　異動申請書を日本造血細胞移植データセンター宛てにメールにて送付
　　　●申込期限 2020年5月31日（日） 締切
　　　● E mail 送信先 jdchct-dc@jdchct.or.jp

※書類に不備がある場合には、申請を受理できない場合があります。

二次調査実施のお知らせとご協力のお願い

学会総会にてプレゼン審査を実施し、一元管理委員会で承認された二次調査研究につきまして、
日本造血細胞移植データセンターが代行で二次調査を実施します。対象施設となった際は、ご協
力をお願い申し上げます。（2020年度実施：2研究）

**********************************************************************************

◎ WG2　急性骨髄性白血病（AML）【成人】
 　『 治療関連急性骨髄性白血病において原発悪性腫瘍に対する治療が同種移植成績に及ぼす影響
の検討』

福井大学医学部附属病院　血液・腫瘍内科　　新家　裕朗

◎ WG2　急性骨髄性白血病（AML）【成人】
 　『フィラデルフィア染色体陽性急性骨髄性白血病におけるTKI使用と同種移植成績』

愛知医科大学病院　血液内科　　水野　昌平

https://www.jshct.com/modules/about/index.php?content_id=10
https://www.jshct.com/modules/about/index.php?content_id=10
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一般社団法人日本造血細胞移植学会　定款

第Ⅰ章　名　称
第1条（名称）
本法人は、一般社団法人日本造血細胞移植学会（The Japan Society for Hematopoietic Cell Transplantation、略：JSHCT）と称する。

第Ⅱ章　目的および事業
第2条（目的）
本法人は造血細胞移植の研究を推進しその治療成績および安全性の向上を図りよって患者およびドナーの福利に資するとともに社員
及び会員である医師等の造血細胞移植の研究、教育及び診療の向上を図ることを目的とする。

第3条（事業）
本法人はその目的達成のため次の事業を行う。
　1）年次学術集会の開催
　2）研究協力の推進
　3）臨床成績の集積と評価
　4）造血細胞移植専門医・看護師・認定施設、等に関する事業
　5）国内外の関係学会との交流
　6）学術論文集、その他の出版物の刊行
　7）その他（会員名簿の発行、など）

第4条（事務局）
上記事業を円滑に運営推進するため、学会事務局を常設する。

第5条（事務所）
本法人は、事務所を愛知県名古屋市内に置く。

第6条（公告の方法）
本法人の公告は、本法人のホームページ及び機関誌（ニュースレター）に掲載する方法によって行う。

第Ⅲ章　会　員
第7条（種別）
本法人の会員は、次の5種とする。
　1）名誉会員
　　年次学術集会会長を経験し65歳を超えた会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
　2）功労会員
　　理事経験者又は本学会に著しく貢献し65歳を超えた会員で、理事会で推薦され、社員総会で承認された者とする。
　3）正会員
　　 本法人の目的に賛同し、別に定めるところによる手続きを経て入会した医師及び一般会員となった後満3年経過した者で正会員
となることを希望する者を正会員とする。

　4）一般会員
　　 本法人の目的に賛同し、別に定めるところによる手続きを経て入会した医師以外の会員の内前号の規定により正会員となった者
を除いた者を一般会員とする。

　5）賛助会員
　　本法人の目的に賛同し財政的支援を与える法人及び団体とする。

第8条（除名）
正会員、一般会員は、正当な理由無く2年以上会費を納入しなかった場合および本法人の名誉を著しく汚した場合は、理事会及び社
員総会の審議を経てこれを除名することができる。

第9条（正会員の義務）
正会員は本学会事務局が本学会のために行うデータ集計に協力する義務を有する。

第Ⅳ章　役員および評議員
第10条（役員）

1． 本法人に理事20名以内（ただし、第11条2項により理事を選任する場合は21名以内）、監事3名以内、総会会長1名、次期総会会
長1名、次々期総会会長1名、次々次期総会会長1名を置く。

2．理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長とする。
3．本法人に学会会長1名を置くことができる。

第11条（役員の選任）
1．理事及び監事は、別に定めるところにより評議員の中から社員総会で選任する。
2． 前項の規定により理事を選任する際に、社員総会において「その総会の後に開催される理事会において理事長に選任される者が
理事でない場合、その者を理事として選任する」旨決議をしておくものとする。

3．前項の規定により選任された理事は、理事長でなくなったときは理事の身分を失う。
4． 理事長は、本条第１項の規定による理事の選任後に、理事会において、理事又は理事経験者の中から選任される。
5．理事長は、理事の中から副理事長を選任する。
6．学会会長は、別に定めるところにより社員総会で選任する。
7．次々次期総会会長は、毎年の年次学術集会の前に開催される理事会において推薦され、社員総会で承認決定される。
8．理事及び監事は相互に兼ねることができない。
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第12条（役員の職務）
1．理事長は、本法人を代表し、業務を統括する。
2．理事長は毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
3．副理事長は理事長を補佐するとともに、必要な場合には最年長の副理事長がその職務を代行する。
4．理事は、理事会を組織し、業務の執行を決定する。
5．学会会長は、本法人の渉外・事務局業務管理等についての助言・活動を行う。
6．総会会長は、会員集会及び学術集会を主催する。
7． 次期総会会長は次年度（1年後）の総会会長予定者とし、次々期総会会長は2年後の、次々次期総会会長は3年後の総会会長予定者
とする。

8．監事は、本法人の業務執行の状況及び財産状況についての監査を行う。
9． 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行う
につき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情
を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事の過半数の同意によっ
て免除することができる。

第13条（役員の任期）
1．理事の任期は2年で、再任は妨げない。
2．理事長の任期は2年とし、再任は妨げない。
3．学会会長の任期は2年とし、再任を妨げないが、その都度社員総会の承認を得るものとする。
4．総会会長、次期総会会長、次々期総会会長及び次々次期総会会長の任期は1年とする。
5．監事の任期は4年とし再任はできない。
6． 役員の任期は、理事長については選任されたときから、その他の役員については選任された定時社員総会が終了したときから任
期に対応する事業年度に関する定時社員総会終了時までとする。

第14条（評議員）
1．本法人の社員は、別に定めるところにより正会員の中から選任された評議員をもって構成する。
2．評議員の数は、正会員数の12％以内とし、具体的な数字は選任の直前に開催される理事会で決定される。
3．評議員の任期は2年とし、該当事業年度の定時社員総会の翌日から開始するものとする。
4．評議員は再任を妨げないが、満65歳になる者は、その年度の定時社員総会終了時に資格を失う。
5． 評議員の解任は、社員総会において現評議員数の3分の2以上の者の賛成による決議によりすることができる。この場合は、当
該社員総会の日から1週間前までに当該評議員に対しその旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

第Ⅴ章　会　議
第15条（理事会の構成）

1．本法人に理事会を置く。
2．理事会は理事をもって構成する。
3． 学会会長、総会会長、次期総会会長、次々期総会会長、次々次期総会会長及び監事は理事会に出席するものとするが、表決の際
にはこれに加わらないものとする。

第16条（理事会の権能）
1．理事会は、次の職務を行う。
　1）本法人の業務執行の決定
　2）理事の職務執行の監督
　3）理事長の選任及び解任
　4）社員総会の日時、場所及び社員総会の目的事項の決定
2．理事会は次の事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
　1）重要な財産の処分及び譲受け
　2）多額の借財
　3）重要な使用人の選任及び解任
　4）従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
　5） 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なも

のとして法務省令で定める体制の整備
　6）第12条8項に定める責任の免除

第17条（理事会の開催）
1．定時理事会は、年2回以上開催し、そのうち1回は年次学術集会前に開催するものとする。
2．臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
　1）理事長が必要と認めたとき
　2）理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
　3）監事から開催の請求があったとき

第18条（理事会の招集）
1．理事会は、理事長が招集する。
2．理事会の議長は理事長とする。
3． 理事長は前条第2項2号又は3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする
招集通知が、5日以内に発せられないときは、各理事又は監事が臨時理事会を招集することができる。

4． 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決
するところによる。

5． 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の
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全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし，監事が異議を述べたときはこの限りではない。

第19条（理事会の定足数）
理事会は現理事数の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

第20条（理事会の議事録）
理事会の議事については、総会で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに記名押印するものとする。

第21条（社員総会の構成）
1．社員総会は評議員をもって構成する。
2． 学会会長、総会会長、次期総会会長、次々期総会会長及び次々次期総会会長並びに名誉会員及び功労会員は、社員総会に出席し
て意見を述べることができる。ただし、議決権を有しないものとする。

第22条（社員総会の権能）
社員総会は、この定款に定めるほか、理事会で必要と認めた事項について審議、承認、決定し、理事会での審議事項について報告を
受ける。

第23条（社員総会の開催）
1．定時社員総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するものとする。
2．臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
　1）理事会が必要と認めたとき
　2）現評議員数の5分の1以上から会議の目的及び開催の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき

第24条（社員総会の招集）
1．社員総会は、理事長が招集する。
2．社員総会の議長は理事長とする。
3． 理事長は前条第2項2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければ
ならない。この期間が経過しても臨時社員総会が招集されないときは、招集を請求した評議員は、裁判所の許可を得て臨時社員
総会を招集することができる。

第25条（社員総会の定足数）
社員総会は、委任状を含めて現評議員数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事
につき書面をもって予め意思を表示した者、および他の代理人として評決を委任した者は出席者とみなす。

第26条（社員総会の議事録）
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録で作成し、議長及び出席した理事がこれに記名押印するものとする。

第27条（委員会）
1．理事会の決定により、各種委員会を置くことができる。
2．各種委員会委員は原則として理事および評議員の中から理事会で決定し、社員総会及び会員集会に報告する。
3．各種委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げないが、その都度理事会の承認を得る。

第Ⅵ章　会員集会および学術集会
第28条（会員集会）

1．全会員を対象とする会員集会を年次学術集会の期間中に開催する。
2．会員集会は、総会会長が招集し、議長となる。
3．会員集会では、理事会、社員総会で審議決定された重要事項、収支決算が報告される。

第29条（学術集会）
1．年次学術集会は総会会長の責任の下に演題を公募し毎年開催する。
2．本学術集会プログラム構成は総会会長と年次集会プログラム委員会と学術集会企画委員会に任せられる。
3． 一般応募演題の筆頭演者は原則、会員（正会員、一般会員）でなくてはならない。ただし、筆頭演者が学部学生、初期研修医であ
る場合その他、総会会長が特に認める場合はこの限りではない。

4．総会会長が必要と認めるときは、年次学術集会以外の学術集会を開催あるいは他の関連学会と共催することが出来る。
5．年次学術集会は一般公開とする。

第Ⅶ章　基　金
第30条（基金の総額）
本法人の基金（代替基金を含む。）の総額は、金300万円とする。

第31条（基金の拠出者の権利に関する規定）
本法人の基金は、本法人が解散するときまでは、社員総会の議決がなければ返還しない。

第32条（基金の返還手続）
本法人の基金の拠出者が、基金の返還を求めるときは、社員総会での議決及び代替基金の積立て後に、これを返還するものとする。

第Ⅷ章　会　計
第33条（事業年度）
本法人の事業年度は1月1日より12月31日までとする。

第34条（年会費）
本法人の年会費は別に定める。ただし、名誉会員、功労会員は年会費の納入を必要としない。

第35条（剰余金の処分）
1．本法人は、剰余金が生じた場合であってもこれを評議員に分配しない。
2． 本法人は、剰余金が生じた場合には、繰り越した差損があるときはその填補に充て、なお剰余金があるときは、理事会及び社員
総会の議を経て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し又は積み立てるものとする。
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第36条（会計原則）
本法人の会計は一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。

第Ⅸ章　解　散
第37条（解散）
本法人の解散は、社員総会において現評議員数の3分の2以上の賛成による議決を経るものとする。

第38条（残余財産の処分）
本法人の解散に伴う残余財産は、前条に定める方法により、本法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。

第Ⅹ章　補　則
第39条（最初の事業年度）
第33条の規定にかかわらず、この法人設立当初の事業年度は、この法人設立の日から平成18年3月31日までとする。

第40条（最初の社員）
第14条1項の規定にかかわらず、この法人の設立時の社員は次のとおりとする。

住所　　
氏名　　小　寺　良　尚
住所　　
氏名　　加　藤　俊　一
住所　　
氏名　　河　　　敬　世
住所　　
氏名　　谷　本　光　音
住所　　
氏名　　坂　巻　　　壽
住所　　
氏名　　岡　村　　　純
住所　　
氏名　　金　丸　昭　久

第41条（最初の役員）
1．第11条1項の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次の通りとする。

理事（理事長）
　住所　　
　氏名　　小　寺　良　尚
理事（副理事長）
　住所　　
　氏名　　加　藤　俊　一
理事
　住所　　
　氏名　　浅　野　茂　隆
理事
　住所　　
　氏名　　池　田　康　夫
理事
　住所　　
　氏名　　今　村　雅　寛
理事
　住所　　
　氏名　　岡　本　真一郎
理事
　住所　　
　氏名　　尾　上　裕　子　
理事
　住所　　
　氏名　　岡　村　　　純
理事
　住所　　
　氏名　　加　藤　剛　二
理事
　住所　　
　氏名　　河　　　敬　世
理事
　住所　　
　氏名　　小　島　勢　二
理事
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　住所　　
　氏名　　塩　原　信太郎
理事
　住所　　
　氏名　　澄　川　美　智
理事
　住所　　
　氏名　　谷　本　光　音
理事　
　住所　　
　氏名　　土　田　昌　宏
理事
　住所　　
　氏名　　中　畑　龍　俊
理事
　住所　　
　氏名　　原　田　実　根
理事
　住所　　
　氏名　　森　下　剛　久
理事
　住所　　
　氏名　　森　島　泰　雄
会長
　住所　　
　氏名　　坂　巻　　　壽
監事
　住所　　
　氏名　　金　丸　昭　久
監事
　住所　　
　氏名　　気賀沢　寿　人

2． 第13条の規定に関わらず、この法人設立当初の役員の任期は就任後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終了のとき
までとする。

第42条（施行細則）
この定款の施行に必要な事項は、理事会及び社員総会の議決を経て別に定める。

以上、有限責任中間法人日本造血細胞移植学会を設立するため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
平成18年2月25日

社員　　小　寺　良　尚
社員　　加　藤　俊　一
社員　　河　　　敬　世
社員　　谷　本　光　音
社員　　坂　巻　　　壽
社員　　岡　村　　　純
社員　　金　丸　昭　久

付則
平成18年 3 月 9 日設立
平成19年 6 月22日改定（ただし、第33条については平成20年4月1日から施行するものとする。）
平成21年 2 月 4 日改定
平成22年 2 月18日改定
平成23年 3 月 8 日改定
平成25年 3 月 9 日改定
平成26年 3 月 9 日改定
平成27年 3 月 7 日改定
令和 2 年 4 月13日改定
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一般社団法人日本造血細胞移植学会定款施行細則

第Ⅰ章　入会、休会及び退会
第1条（正会員、一般会員）
本法人に正会員、一般会員として入会しようとする者は、次の各号に掲げる者でなくてはならない。
　1）造血細胞移植に関する知識と経験を有する医師。
　2）造血細胞移植に関する知識と経験を有する研究者で、学士、修士または博士の称号を有する者。
　3） 造血細胞移植に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格（看護師免許、診療放射線技師免許、臨床検査技師免許など）を有

する者。
　4）その他理事会によって前3号のいずれかに準ずると認められた者。

第2条（入会）
定款の規定に従い本法人に入会を希望する者は、別添の所定の入会申込書を提出し当該年度の会費を本法人が指定する口座に振込ま
なければならない。

第3条（休会）
休会を希望する者は、別添の所定の休会届出書を提出しなければならない。ただし、既に納入した当該年度分の会費は返還しない。

第4条（退会）
退会を希望する者は、別添の所定の退会届出書を提出し、会費を滞納している場合は完納しなければならない。

第Ⅱ章　会費
第5条（年会費）
本法人の年会費は次のとおりとする。ただし、名誉会員、功労会員は年会費の納入を必要としない。
　1）評議員　18,000円
　2）正会員、一般会員　10,000円
　3）賛助会員　500,000円以上

第Ⅲ章　理事の選任
第6条（理事の選任）

1．理事の定数は20名以内とする。ただし、定款第11条2項により理事を選任する場合は21名以内とする。
2．医師、看護師及びその他の医療従事者である評議員は理事候補者になることができる。
3． 本法人の理事候補者になろうとするものは、理事評議員選任委員会が定めた期日までに、書留郵便によって、その旨を理事評議
員選任委員会に届けなければならない。

4． 前項に定める届け出は、所定の用紙を用いて行い、理事候補者の氏名、専門科名、所属する施設名、生年月日、経歴、所信、及
び日本造血細胞移植学会への貢献度を記載しなければならない。

5． 理事評議員選任委員会は専門科別に、理事候補者の氏名、専門科別、所属する施設名、生年月日、経歴及び所信を掲載した選挙
広報並びに書面投票に使用する投票用紙を評議員に配付する。評議員は、投票用紙を社員総会の30日前までに、理事評議員選任
委員会に郵送しなければならない。

6．理事の投票選出は書面投票によることとし、その結果について社員総会の承認を得る。
7．評議員が投票する数は5名とする。なお3年間連続して本学会への参加がない評議員は理事の選挙権を喪失する。
8． 得票数の多い者から順に、領域別に、原則、内科系3名、小児科系1名、基礎系1名、看護師およびその他の医療従事者から1名、
及び特別枠4名を別に定める選出規程に基づき当選者とし、得票数が同数の場合には、地域性・分野・一般社団法人日本造血細
胞移植データセンターへの造血細胞移植データの報告件数・年齢などを考慮して委員会で当選者を決定する。原則として同一施
設から複数の理事が選出されることは避ける。

9． 特別枠の選定には地域性、分野、および一般社団法人日本造血細胞移植データセンターへの造血細胞移植データの報告件数を考
慮する。選出方法の詳細は、領域別・特別枠含め、理事会が選出規程に定め、公開する。

10． 理事の任期は2年とする。
11． 理事の投票選出は2年に一度、理事定員の半数の者について行う。投票で選出された理事は2期4年間理事を務めることとし、

1期目が終了する次の社員総会で信任決議を行い、法律上の選任決議とする。ただし、1期目を終了する年の4月1日時点の年齢
が64歳以上となる理事については1期2年間で終了することとし、このことに伴い、当該年の理事の選出数が理事定員の半数を
超えるまたは半数に満たなくなる場合は、これを許容する。

12．理事に立候補する者は、選任される年の4月1日の時点で満63歳までの者とする。
13． 理事に欠員が生じ、残りの任期が1年以上のときは、欠員となった理事の専門科で、前回の理事選挙における次点者を繰り上げ

て補充する。この理事の任期は欠員となった理事の残りの任期とし、再任時の任期には算定しない。

第Ⅳ章　監事の選任
第7条（監事の選任）

1．監事の定数は2名とする。
2． 監事は、理事評議員選任委員会が理事選立候補者とは別に、学会運営を大所高所から具申できる人物を評議員の中から候補者と
して選び、その候補者が監事になることを了解した場合は理事会に推薦する。

3．選出された監事候補者は、社員総会にて承認される。
4．監事の任期は4年とする。
5．第2項の推薦を受ける者は、選任される年の4月1日の時点で満61歳までの者とする。
6． 監事に欠員が生じ、残りの任期が1年以上のときは、第2項、第3項、及び第5項の規定に倣い監事を補充する。補充された監事
の任期は欠員となった監事の残りの任期とし、定款第13条5項及び本条5項に規定する監事の任期には含まれないものとする。
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第Ⅴ章　理事長の選任
第8条（理事長の選任）

1． 理事長は、本細則第6条の規定により理事選任の承認が得られた社員総会終了後、理事会において理事及び理事経験者の中から
選任される。この理事会には理事経験者も出席することができる。理事経験者は発言することはできるが議決権はない。

2．理事長の立候補については、理事会開催前まで受け付けるものとする。
3．立候補者が1人の場合は、理事会において出席者の過半数の信任を得るものとする。
4．立候補者が複数の場合は、有効投票数の過半数を得た者とする。
5． 初回の投票で過半数を得た者がいない場合は、得票数が上位2名の者を対象に再投票を行い、得票数の多い者とする。ただし、
得票数が同じ場合は、抽選により選任する。

第Ⅵ章　学会会長の選任
第9条（学会会長の選任）

1．理事会は、理事経験者の中から学会会長としてふさわしい者を推薦し、社員総会の決議を求めるものとする。
2． 前項の推薦を受ける者は、人格や見識、これまでの研究成果、本法人に対する貢献などにかんがみ、学会会長として本法人の発
展に寄与することを期待できる者とする。

第Ⅶ章　学術総会会長の選任
第10条（学術総会会長の選任）

1．学術総会会長は評議員より選出することとし、公募（立候補、推薦）により受付、理事会で推薦、社員総会の承認を得る。
2． 学術総会会長となることを希望する者（立候補）および推薦する者は、別に定める書式により、理事会宛に郵送（書留郵便）にて届
け出るものとする。

第Ⅷ章　評議員の選任
第11条（評議員候補の資格）
下記の資格を有する正会員は評議員候補者になることができる。
　1） 連続5年以上本法人の会員（正会員又は一般会員）で、会費を完納した者とする。ただし、選任される年の4月1日の時点で満62

歳までの者とする。
　2）学術上の業績あるいは医療上の貢献が著しい者。
これらの資格を有する候補者の中から、評議員選考基準を満たす候補者を評議員選任委員会が選任する。

第12条（評議員の選任）
1．評議員の定数は正会員数の12％を超えないものとする。
2．理事会はあらかじめ当該年度の選任評議員数を決定し、理事長が理事評議員選任委員会に報告する。
3． 評議員となることを希望する者（評議員候補者）は、別に定める書式により、社員総会の5ヶ月前から3ヶ月前までの期間に理事
評議員選任委員会委員長あてに郵送（書留郵便）にて届け出るものとする。理事評議員選任委員会は評議員候補者が被選挙権の有
権者であることを確認する。

4． 理事評議員選任委員会は定時社員総会の1ヶ月前までに選任会議を開催し、評議員を選任する。研究業績、医療業績、コメディ
カル業績の3分野別に客観的に公平に評議員を選任する。専門性、地域性などの学会運営上の必要性、及び一般社団法人日本造
血細胞移植データセンターへの移植データ報告件数も考慮する。選任基準は公開とする。

5．社員総会時の理事会、社員総会で選任評議員の承認を得る。

第Ⅸ章　委員会
第13条

1． 本法人に下記の委員会を設置する。各種委員会の委員長は理事が担当し（前年度総会会長が委員長に就任する場合はこの限りで
はない。）、委員および委員長は理事会が選出するものとする。役職（総会会長職など）による委員以外の委員については、原則と
して同時に2つまでとする。

　 1）理事評議員選任委員会
　 2）倫理審査委員会
　 3）社保委員会
　 4）ガイドライン委員会
　 5）臨床研究委員会
　 6）看護部会
　 7）編集委員会
　 8）広報委員会
　 9）在り方委員会
　10）ドナー委員会
　11）認定・専門医制度委員会
　12）国際委員会
　13）造血細胞移植コーディネーター委員会
　14）放射線事故対策委員会
　15）年次集会プログラム委員会
　16）学術集会企画委員会　　　
　17）財務委員会　　　　　　　
　18）造血細胞移植登録一元管理委員会
　19）移植施設認定委員会
2．各委員会の組織、任務等の詳細は別に定める。
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第Ⅹ章　改正
第14条（改正）
本施行細則は、理事会及び社員総会の議決によって変更又は廃止することができる。

附則
1．本施行細則は平成18年3月24日より施行する。
2． 本細則施行日現在任意団体日本造血細胞移植学会（日本造血細胞移植推進機構に改称）に在会する会員は、本法人に入会したも
のとみなす。これらの会員は、本法人における会員の種別を本法人に届け出るものとする。

3． 本細則施行日現在の任意団体日本造血細胞移植学会（日本造血細胞移植推進機構に改称）の評議員は、本法人の14条の評議員と
みなす。

4．本施行細則は平成19年2月15日に改定された。
5．本施行細則は平成20年6月 7日に改定された。
6．本施行細則は平成21年2月 4日に改定された
7．本施行細則は平成22年2月18日に改定された。
8．本施行細則は平成23年3月 8日に改定された。
9．本施行細則は平成23年7月28日に改定された。

10．本施行細則は平成24年2月23日に改定された。
11．本施行細則は平成25年3月 9日に改定された。
12．本施行細則は平成26年3月 9日に改定された。
13．本施行細則は平成27年3月 7日に改定された。
14．本施行細則は平成28年3月 5日に改定された。
15．本施行細則は平成29年3月 4日に改定された。
16．本施行細則は平成30年2月 3日に改定された。
17．本施行細則は平成31年3月 9日に改定された。
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看護部会企画 リニューアル後！
1回目のLTFU研修に参加してきました！

東海大学医学部付属病院　　木曽　夕美子

看護部会では2012年から「造血細胞移植後患者指導管理料」の算定要件とされている「同種
造血細胞移植後フォローアップのための看護師研修」を毎年継続開催しています。2019年度の
研修は、「改定後の新テキスト活用」「研修講義のe-learning化」「e-learning講義とLTFU外来の
見学をした後のロールプレイの実施」という看護部会にとっても一大リニューアル！だったた
め研修生の皆さま同様少々緊張しながらの参加となりました。
今回のリニューアルは全国各地の看護師が受講しやすく、研修期間の拘束時間の軽減を目的
に取り組みましたが、実際はe-learningで今まで通り受講生のニーズに沿った知識の提供が出
来るのか、講義を通して3日間共に過ごした受講生同士だからこそ、グループワークなどで忌
憚なく意見を言い合えたはずで、当日初めて会う受講生同士でロールプレイが効果的に行える
のか、不安もたくさんありました。そのため看護部会メンバーで何度も話し合いを重ね当日を
迎えました。（個人的な事を言いますと緊張しすぎて集合時間の1時間前には会場についてし
まいました…）
当日参加した研修生は65名、全員が同じ会場に入るととても大人数に見えました。まずは
ロールプレイでも登場していただく模擬患者の事例検討の実施です。グループに分かれ各自で
取り組んでもらったアセスメントと患者ケアについて共有をしてもらいました。研修生の皆さ
んは自身のアセスメントシートにびっしりと、アセスメントとケアを書き込んできてくれてお
り、初めて会うグループメンバーでしたが、活発に討論されていました。看護部会から事例の
解説を行った後、いよいよロールプレイの実施です。受講生の皆さんに面談の内容については
お任せしましたが、場の設定は実施して欲しいとお伝えしスタートです。無言になってしまう
グループもあるかと思っていましたが、さすが皆さん研修後すぐにLTFU外来を担うという動
機づけがされているためか、実際の外来での面談場面を想定し看護師としてどの様に患者に対
応するか考えた上で面談スキルを活用しコミュニケーションを取っていました。面談の場の設
定もグループそれぞれで対面式、少し目線を外した場所に座ったり、患者の真横に座っている
グループもありました。スペースが限られる中それぞれの工夫が見え私自身もとても勉強にな
りました。

e-learningでの講義の学習効果も心配していましたが、ロールプレイの場面でも患者役の訴
えを傾聴しながら、どのように患者の努力を承認し、その上でアドバイスしていくか、知識を
用いることが出来ており、それぞれのロールプレイを見ながらe-learningでも動機づけがきち
んとされている学習者であれば、学習効果において特に問題はないと感じる事が出来ました。
ロールプレイを繰り返し実施しかなりの疲労感だったと思いますが、最後まで受講生の皆さん
の真剣な姿は変わらず最後のロールプレイが終了した際には自然に拍手が起き皆さんも達成感
があったのかなと感じました。
はじめての取り組みで心配な事ばかりでしたが、受講生の皆さんの真剣な姿を見て、この方
法で行ける！と手ごたえを得られた1日でした。
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私の選んだ重要論文

最近、MSKCCを中心とし、北海道大学を含むグループにより、腸内細菌叢の異常と同種造血細胞
移植後予後との関連が報告され（N Engl J Med 2020; 382: 822-834）、注目を浴びている。では、FMT
などの手法で移植前に腸内細菌叢の異常を改善すれば移植後経過を改善できるではないかと考えるの
は当然のことでそのような試みがいくつか行われている。

《論文1》
Battipaglia G et. al. Fecal microbiota transplantation before or after allogeneic hematopoietic transplantation 
in patients with hematologic malignancies carrying multidrug-resistance bacteria. Haematologica 2019; 104: 
1682-1688

10名の成人患者で同種移植前（n=4）、同種移植後（n=6）にFMTを実施した。FMT前に確認されてい
た耐性菌は6名の患者で持続的な消失を確認した（観察期間中央値 13か月）。FMTに伴う合併症は軽
微であった。感染症治療に奏功した例として、カルバペネマーゼ産生緑膿菌の感染症のため退院が困
難であったが、FMTを境に発症せず外来治療可能となった症例が提示されている。

《論文2》
Merli P et. al. Decolonization of multi-dfug resistant bacteria by fecal microbiota transplantation in five 
pediatric patients before allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: gut microbiota profiling 
infectious and clinical outcomes. Haematologica 2020; ［Epub ahead of print］

5名の小児患者に対して移植前にFMTを実施。5名中4名で耐性菌の消失が1週間以内に確認された
が長続きせず、再度耐性菌定着を認めた。残りの1名は遅れて20日目頃から耐性菌消失し、day50で
消失維持。合併症は軽微であった。2例でFMT後にもともとの定着耐性菌による血流感染を合併した
が中心静脈カテーテル由来と考えられた。

さて、これらの論文を読んで、あるいは最近報告されたFMT後の菌血症の報告（N Engl J Med 2019; 
381: 2043-2050）を見て、実際に我々の施設で移植前にFMTを行う臨床試験をしてみたいと思うかと
いうと、個人的（保仙）にはそうは思わない。一方で、これらおよびその他の報告から“外部から投与
した菌により、腸内細菌叢を制御する”ことが可能であることは明らかである。“細菌を薬剤として用
いる”という発想自体は今後非常に重要なものとなり、今後どんどんそのようなものは出てくるであ
ろうし、我が国における開発は世界に後れを取らないようにしたいものである。

大阪大学　血液・腫瘍内科　　草壁　信輔 ／ 保仙　直毅
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施設紹介 名古屋第一赤十字病院   小児医療センター   血液・腫瘍科

　　濱　　麻人

当科では、1984年の開設以来、愛知
県内の基幹病院として、血液悪性疾患、
血液非悪性疾患、固形腫瘍疾患、およ
び造血細胞移植が適応となる疾患の診
療を行っています。病棟には2床の無
菌治療室と12床の簡易無菌治療室があ
り、入院患者数は1日平均25名前後で
す。小児血液・腫瘍専任医師5名と小
児科専攻医、看護師、臨床心理士、造
血細胞移植コーディネーター、薬剤師、
栄養士、理学療法士、作業療法士およ
び保育士などの多職種からなるチーム
が、他診療科・診療部門と連携し、子
どもたちが入院中も子どもらしい生活を送りながら安全で高度な医療を受けることができるよう努め
ています。
小児血液・腫瘍科が診療対象とする疾患の中心は白血病を代表とする「小児がん」の診療です。また、

再生不良性貧血や先天性骨髄不全症などの造血不全症、副腎白質ジストロフィーやムコ多糖症などの
先天性代謝異常疾患に対する造血細胞移植も積極的に行っており、日本国内各地からの紹介を受け入
れています。当科は小児白血病の新規患者数が愛知県で最も多く、累積の造血細胞移植件数も現在ま
でに700例を超え、その実績は国内有数です。2013年度には厚生労働省より、造血幹細胞移植推進
拠点病院に認定され、造血細胞移植医療における人材育成、コーディネート支援、および地域連携推
進の役割も担っています。これまでに4回にわたって、全国の小児の造血細胞移植に携わる医療従事
者を対象に造血幹細胞移植推進拠点病院研修会を開催してきました。
近年、治療法の進歩により小児がん患者の約8割に治癒が期待できるようになり、将来的には、成

人人口の0.1～0.2%が小児がん経験者になると予想されています。当科においては、移植関連合併症
の軽減を目指して前処置法や支持療法を工夫し、移植関連合併症予防に積極的に取り組んできました。
その結果、生存率の向上とともに移植関連合併症死亡率の著明な改善を認めています。小児において
は病気を治すだけでなく、成長障害、不妊、および二次がんといった晩期合併症を可能な限り減らす
ことが今後の課題であり、当科では晩期合併症の軽減を目指した強度減弱前処置による造血細胞移植
にも取り組んでいます。さらに、造血細胞移植後のフォローアップ体制拡充にも力を入れ、移植後長
期フォローアップ外来を開設しています。また、血液内科とも連携し、成人した患者の内科への移行
に積極的に取り組んでいます。
今後もスタッフが一丸となって、移植を必要とする子どもたちに適切な移植医療が提供できるよう

に頑張っていきたいと思います。
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造血幹細胞の無限大のパワーを信じて

国立成育医療研究センター　小児がんセンター長　　松本　公一

安井先生からご紹介いただきました、国立成育医療研究センターの松本です。私は会員番
号91848という、造血細胞移植の黎明期から、移植医療に携わってきておりますので、それ
こそ、バンクのない時代、自家末梢血幹細胞移植が始まったばかりの時代といった、弥生時
代といっても良いような時代を経験しております。血小板輸血も自前でドナーを確保して、
自分たちで回すという、今では信じられないような時代でした。
私が一番思い出に残っているのは、1991年の日本で初めての小児の非血縁者間骨髄移植
です。その子は慢性骨髄性白血病で、しかも移行期～芽球期になってしまった患者さんでし
た。背水の陣で、初の非血縁者間移植ですから、きっととても大変だったに違いありません。
若造として、主治医チームに加わることができ、何も知らずにDay0の骨髄をみんなで鏡見
したときのことです。私の上司だった恩師・松山孝治先生が、「あかん、失敗した！」と叫
んだのです。そこには、私たちをあざ笑うように、しっかりとした芽球が視野に広がってい
ました。「非血縁の第一例なんてやるんじゃなかった。」　誰しも、そう思ったに違いありま
せん。行く末を思うに、なんとも暗澹たる気分であったことを覚えています。しかし、神は
見放しませんでした。Day14には、芽球は勢いがなくなり、なんとDay21にはドナーさんの
正常造血がもどってきたではありませんか。松山先生も、「非血縁ドナーの力を目の当たり
にした。」と、鏡見室での名言でした。
今や、ハプロ移植ですら比較的安全に移植できるような、良い時代になりました。しかし、
造血細胞移植はドナーの善意無くして成立しない医療です。昔から変わらない、そのことを、
改めて心に刻むのでした。
「We are CD34 positive cells. 」この言葉は、1995年、私がフレッドハッチに留学していた時、
同僚だったDamiano Rondelli（イリノイ大学の血液腫瘍学教授）とXue-zhong Yu（Hollingが
んセンター基礎医学の副理事）が、言っていた言葉です。私たちには無限の可能性があるこ
とを信じて、若い皆さんと一緒に、これからも移植医療を支えていきたいと思います。
あ、ちなみに、松本は日本造血細胞移植学会のロゴマークを作成しております。JSHCT 

letter 22号（2006.3）には、以下のように、学会ロゴのコンセプトが述べられています。「造
血細胞は一つの細胞から、無限大に増殖し、その可能性も無限大であると考えます。また、
人と人のつながりも永遠であります。この細胞と人とのつながり、綿々と続く関係を、メビ
ウスの輪と細胞増殖により表現しました。この輪は“和”に通じます。医者、看護師、その
他コメディカルの人々、患者の“和”が永遠に続くことを、願っています。」自分で言うのも
なんですが、いい言葉ですね。

次号予告 次回は、江南厚生病院　病院長の河野　彰夫 先生です！
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